
 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員（以下「民生委員」）は、地域のためにどんな活動をしているの？ 

 

 

 

 

 

 
 

 【ある民生委員の活動記録】 

個別支援 会議・研修 地域福祉活動 

（平均 2.4 件／月） 

○ひとり暮らしの高齢者のお宅を訪問した。 

○介護保険を利用したいと相談があったの

で、区役所の担当課につないだ。 

（平均６件／月） 

○地区定例会に参加し、地域

の方から受けた相談の対応方

法などについて意見交換した。 

（平均 4.3 件／月） 

○地域の子育てサロンに

協力した。 

 

 

 

地域に民生委員がいないとどうなるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員が相談を受けて困ったときは、どうするの？ 

 

 

 

 

 

地域の方が抱える福祉に関する様々な困りごとをお伺いし（※）、その解決に向けて相談

者と一緒に考えたり、区役所などの相談窓口を紹介するなど、「つなぎ役」としての活動を

行っています。 
（※民生委員には守秘義務があります。支援が必要と思われる際、同意をいただいたうえで、関係機

関などに情報をお伝えする場合があります。） 

民生委員は上記のような活動を行っています。 

具体的には、高齢者や障害のある方など要支援者の見守り、虐待の早期発見、生活

困窮者やひとり親家庭の相談・支援などのほか、地域の福祉活動などへの参加や協力

を行っています。 

民生委員の日々の活動によって、例えば、ひとり暮らしの高齢者など要支援者の把握

につながり、身近な相談相手がいることによって、より支援の手が届きやすくなります。 

民生委員は、自治会町内会をはじめとする様々な方々と連携しながら、地域の一員と

して福祉を支える大切な役割を担っています。 

【横浜市では２００～４４０世帯に１人を基準として担当地域を受け持つ約 4,500 人の民生委員が活動して

います。】 

民生委員は、地区ごとに組織される「地区民生委員児童委員協議会」の一員となります。

この協議会では、福祉に関する情報伝達や、地域課題の共有などを行っていますので、困

ったときは、民生委員同士、相談をすることができます。 

   また、民生委員が安心して活動できるよう市・区役所や社会福祉協議会（以下「社協」）、

地域包括支援センター（地域ケアプラザ）などの関係機関もバックアップしています。 

知っていますか？ 



  

 

民生委員に身近な生活支援を頼めるの？ 

 

 

 

 

 

 

民生委員は、地域の福祉活動にどのように関わっているの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員には、報酬は出るの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任児童委員はどのような活動をするの？ 

 

 

民生委員は、無報酬のボランティアとして活動しています。 

ただし、日々の活動に必要な費用（電話代や交通費など）として活動費が支給されま

す。また、全ての民生委員が保険に自動的に加入しますので、万一活動中にケガをし

た場合などに補償を受けることができます。 

なお、負担していただくものとして、民生委員児童委員協議会や社協の会費などがあ

ります。 

民生委員は、直接的な生活の支援を行うのではなく、例えば、買い物のお手伝いや

ごみ出し、病院への送り迎えなどの生活支援について適切なサービス利用やボランテ

ィアなどを紹介する「つなぎ役」を担います。 

  民生委員は個別の支援活動のほか、地域の福祉活動に携わりますが、主なものに

社協と連携した活動があります。生活福祉資金貸付事業や街頭での共同募金活動へ

の協力など、社協の会員としてさまざまな事業・活動に関わっています。社協と連携す

ることで、地域の福祉関係者とのネットワークが広がり、地域の福祉情報が得られた

り、必要な支援につなげたりすることができます。 

※社協は、ボランティア団体、民生委員、社会福祉施設などの社会福祉関係者や、保健・医療・教育

などの関係機関の参加・協力のもと、地域福祉の推進のために活動を行っている民間団体です。 

主任児童委員は、子どもや子育てに関することを専門に担当する民生委員・児童委

員です。相談内容に応じて、その区域を担当する民生委員・児童委員や行政、学校、児

童相談所などと連携して活動しています。 

横浜市 



 

民生委員・児童委員 豆知識 

歴史 

民生委員制度は大正 6 年に岡山県に設置された「済世顧問制度」に始まります。翌大正 7 年に大阪府で 

「方面委員制度」が発足し、昭和 3 年に方面委員制度が全国的に普及しました。横浜市でこの制度が制定 

されたのは大正 9 年でした。発足当初は、生活困窮者に対する生活支援を中心に活動していましたが、戦 

後（昭和 21 年）民生委員令の制定により名称が「民生委員」に改められ、地域の福祉増進のための幅広 

い活動に広がりました。昭和 22 年の児童福祉法の制定に伴い、「民生委員・児童委員」として地域の児童 

福祉活動の中心となりました。 

また、平成 6 年には多様化する児童問題に対応するために、児童に関することを専門的に担当する「主 

任児童委員」制度が創設されました。 

民生委員制度は、約 100 年の歴史のある制度で、民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域の皆さま 

の立場に立った相談・支援者として、生活を支えています。 

 

5 月 12 日は「民生委員・児童委員の日」 

岡山県済世顧問設置規程が公布された日を民生委員制度創設の日として定められました。 

全国民生委員児童委員連合会では、5 月 12 日からの 1 週間を、民生委員・児童委員の活動を地域の 

皆さまに知っていただくための「活動強化週間」としています。 

 

 

 

お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員のお問合せ先 

鶴見区福祉保健課 045-510-1791 金沢区福祉保健課 045-788-7821 

神奈川区福祉保健課 045-411-7132 港北区福祉保健課 045-540-2338 

西区福祉保健課 045-320-8436 緑区福祉保健課 045-930-2328 

中区福祉保健課 045-224-8151 青葉区福祉保健課 045-978-2433 

南区福祉保健課 045-341-1182 都筑区福祉保健課 045-948-2341 

港南区福祉保健課 045-847-8432 戸塚区福祉保健課 045-866-8418 

保土ケ谷区福祉保健課 045-334-6311 栄区福祉保健課 045-894-6924 

旭区福祉保健課 045-954-6101 泉区福祉保健課 045-800-2401 

磯子区福祉保健課 045-750-2411 瀬谷区福祉保健課 045-367-5710 
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 知っていますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  頼れる地域の相談役です 

 
 



民民生生委委員員・・児児童童委委員員ととはは  

＊民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員で、 

任期は３年です。 
＊全ての民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねているため「民生委員・児童委員」と 

いいます。 

＊横浜市では、約４,５00 人の民生委員・児童委員が活動しています。 

主主任任児児童童委委員員ととはは  

＊主任児童委員は、子どもや子育てなど児童に関することを専門に担当する民生委員・児童委員 

です。 

相談内容に応じて、その区域を担当する民生委員・児童委員や行政、学校、児童相談所など 

と連携し、相談支援を行っています。 

＊横浜市では、約 500 人の主任児童委員が活動しています。 

 

 

 

おお困困りりののととききははごご相相談談くくだだささいい  

民生委員・児童委員は、それぞれ担当する区域で、地域の身近な相談相手として、介護や子育 

てなど福祉に関する様々な相談に応じ、利用できる福祉サービスなどの情報提供を行ったり、 

行政や関係機関を紹介したりする「「つつななぎぎ役役」」となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安安心心ししてて相相談談ででききまますす  

民生委員・児童委員は、相談する人の秘密を守ることが 

民生委員法で定められています。 

ご相談の内容や秘密が第三者に漏れることはありません。 

安心してご相談ください。 

 

ここんんなな活活動動ももししてていいまますす  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいろろいいろろなな組組織織とと連連携携ししてていいまますす  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここののよよううにに選選ばばれれまますす  
 

 

区役所や社会福祉協議会、地域ケアプラザなど、様々な組織と連携しながら、地域福祉

の推進に取り組んでいます。 

  

自治会町内会を中心に構成される地

区推薦準備会（主任児童委員は連合地

区推薦準備会）の推薦を受けて、市の

推薦会、社会福祉審議会を経て、厚生

労働大臣から委嘱されます。 

全国で約 23 万人の民生委員・児童
委員が活躍しています。 

 

ひとり暮らしの高齢者な

どを訪問し、困りごとが

ないかなど確認します。 

 

 

 

 

 

高齢者や障害のある方

に関すること 

ひとり暮らしの不安、介

護サービスなどの相談・

情報提供 

子育てに関すること 

子育ての悩みの相談や

虐待防止の啓発など 

生活に関すること 

生活困窮や就労支援の

相談など 

ボランティアや地域の

方々と協力して、お食事

会や、仲間づくりのお手

伝いをします。 

高齢者や子育て中の方

のサロンの運営に協力

するなど、地域をサポ

ートします。 

委嘱状交付 

厚生労働大臣 

推薦 

推薦 

諮問 

委嘱 
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答申 
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市長 
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